
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気中のインドール及びスカトールのうちの少なくとも一方を臭気として測定する臭気
測定手段と、
　該臭気測定手段の測定結果に基づき
おむつ中の排便を検知する排便検知手段と、
　を備えたことを特徴とするおむつの交換時期検知装
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、おむつの交換時期を検知するために用いられ 知装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、おむつの交換時期を検知する方法として、例えば特開平１－２９５１４９号公
報や特開平２－１７４８４６号公報に開示されているように、おむつの中に一対の電極を
備えた検知センサを配設し、その電極間の抵抗値変化や容量変化を検出することにより、
排尿に伴うおむつの濡れを検知するようにしたものが提案されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら むつの交換は、排尿時だけではなく排便時にも必要であるが、現状では
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、排便を確実に検知することのできる検知センサは提供されておらず むつの最適な交
換時期を検知することができなかった。
【０００４】
本発明は、このような問題に鑑みなされたものであり、おむつの交換時期を正確に検知

することを目的としている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するためになされた請求項１に記載の本発明は、
　空気中のインドール及びスカトールのうちの少なくとも一方を臭気として測定する臭気
測定手段と、
　該臭気測定手段の測定結果に基づき
おむつ中の排便を検知する排便検知手段と、
　を備えたことを特徴とするおむつの交換時期検知装置を要旨としている。
【０００７】
【発明の実施の形態、及び発明の効果】
上記のように構成された請求項１に記載のおむつの交換時期検知 臭気測
定手段が、空気中のインドー びスカトール 臭気として測定
し、排便検知手段が、臭気測定手段の測定結果に基づいて、おむつ中の排便を検知する。
【０００８】
　従って、請求項１に記載のおむつの交換時期検知装置によれば、おむつ中の排便を確実
に検知することができるようになり、この結果、おむつの交換時期を正確に検知できるよ
うになる。
　 、排便検知手段が、臭気測定手段の測定
結果に基づき臭気を所定時間以上継続して検出したときに、おむつ中の排便を検知するよ
うにしている。
【０００９】
　このように構成された請求項 交換時期検知装置によれば、「おなら」のように臭気
の持続時間が短い場合には、排便としては検知されず、本当に排便があったときにだけ、
おむつ中の排便が検知されるようになる。よって、おむつの交換時期をより正確に検知す
ることができるようになる。
【００１０】
【実施例】
以下、本発明が適用された実施例について図面を用いて説明する。尚、本発明は、下記の
実施例に何ら限定されることなく、本発明の技術的範囲に属する限り、種々の形態を採り
得ることは言うまでもない
【００１１】

Ａ）に示すように、 実施例の
８０は、おむつ の所定位置に取り付けられ、空気中の臭気を検出すること

よって、おむつ の交換時期を検知するものである。
そして、検知装置８０は、図 Ｂ）に示すように、臭気を測定する臭気測定手段として
の臭気測定部８２を備えている。尚、排便によって発生する臭気は、インドールとスカト
ールが代表的なものであるため、本実施例において臭気測定部８２は、当該検知装置８０
の本体に設けられた通気孔８０ａからのインドールを、臭気として測定するように構成さ
れている。
【００１２】
そして更に、検知装置８０は、タイマ８４と、臭気測定部８２の測定結果に基づいて排便
の発生を検知する、排便検知手段としての判定器８６と、ブザーやランプ等からなる報知
器８８とを備えている。
このように構成された検知装置８０においては、判定器８６が、臭気測定部８２によって
測定された上記臭気が所定レベル以上になっているか否かを判定し、所定レベル以上にな
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そして特に、請求項１の交換時期検知装置では
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　図１（ 本 おむつの交換時期検知装置（以下、単に、検知装
置という） ８１

８１
１（



っている継続時間をタイマ８４によって計測する。そして、判定器８６は、タイマ８４に
よって計測される時間が所定時間以上になると、排便があったと判定して報知器８８を作
動させ、これによって、排便があったこと、即ちおむつ の交換時期が到来したことを
第三者に報知する。
【００１３】
このように、 実施例の検知装置８０によれば、おむつ 中の排便を検知できる。しか
も、この検知装置８０では、臭気が所定レベル以上になっている時間が、所定時間以上継
続したときに、おむつ 中の排便を検知するようにしている。従って、おならのように
臭気の持続時間が短い場合には、排便としては検知されず、本当に排便があったときにだ
け、おむつ中の排便が検知されるようになる。よって、おむつの交換時期をより正確に検
知することができるようになる。
【００１４】
尚、上 施例では、臭気測定部８２がインドールを臭気として測定するように構成され
ていたが、スカトールを臭気として測定するように構成してもよい。また、インドールと
スカトールの両方を臭気として測定するように構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】 施例の検知 図である
【符号の説明】

…おむ ０…検知装 ８…報知器
２…臭気測定部　　８４…タイマ　８６…判定器
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